
１ 
 

８ 議案第７０号関係 

 定住自立圏の形成に関する協定書 新旧対照表（抜粋） 

改 正 案 現 行 

 （連携する取組の分野及び内容並びに甲及び乙 

の役割分担） 

第３条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を

図り、共同し、又は補完し合う政策分野、取組の

内容及び役割分担は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 生活機能の強化に係る政策分野 

  ア 医療 

      (ｱ) 救急医療体制の充実（略） 

(ｲ) 周産期医療体制の充実（略） 

   (ｳ) 総合的な医療・健康対策の充実 

    ａ 取組の内容 

      総合的な医療・健康対策の充実を図る

ため、関連する機能を集約した拠点施設

として（仮称）八戸市総合保健センター

を整備し、圏域住民の利用に供する。 

    ｂ 役割分担 

(a)  甲の役割 

（仮称）八戸市総合保健センターを

整備・運営することとし、必要な費用

を負担するとともに、乙及び関係町村

と連携し、圏域内における利活用を推

進する。 

(b)  乙の役割 

（仮称）八戸市総合保健センターに

ついて、甲及び関係町村と連携し、圏

域内における利活用を推進する。 

  イ 福祉（略） 

    ウ 産業振興 

      (ｱ) 農業振興に係る情報提供体制の構築

（略） 

   (ｲ) 畜産業の振興 

        ａ 取組の内容 

            圏域内の畜産業及び関連産業の振興

を図るため、八戸圏域の畜産一大基地化

を目指し、関連施策をまとめた     

八戸地域畜産関連産業振興ビジョン（以

下「畜産ビジョン」という。）を策定し、

畜産ビジョンに掲げる各種事業を推進

（連携する取組の分野及び内容並びに甲及び乙 

の役割分担） 

第３条 甲及び乙が相互に役割を分担して連携を

図り、共同し、又は補完し合う政策分野、取組の

内容及び役割分担は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 生活機能の強化に係る政策分野 

  ア 医療 

      (ｱ) 救急医療体制の充実（略） 

(ｲ) 周産期医療体制の充実（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 福祉（略） 

  ウ 産業振興 

    (ｱ) 農業振興に係る情報提供体制の構築

（略） 

   (ｲ) 畜産業の振興 

       ａ 取組の内容 

            圏域内の畜産業及び関連産業の振興

を図るため、八戸圏域の畜産一大基地化

を目指し、関連施策をまとめた（仮称）

八戸地域畜産関連産業振興ビジョン（以

下「畜産ビジョン」という。）を策定し、

畜産ビジョンに掲げる各種事業を推進
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改 正 案 現 行 

する。 

        ｂ 役割分担 

(a)  甲の役割 

      (ⅰ) 畜産ビジョンの策定に要する経

費を負担し、乙、関係町村及び畜

産関係団体と連携して、畜産ビ

ジョンを策定する。 

      (ⅱ) 畜産ビジョンに基づく各種事業

を乙及び関係町村と連携して実

施することとし、乙及び関係町村

と協議の上、必要な費用を負担す

る。 

(b)  乙の役割 

      (ⅰ) 甲、関係町村及び畜産関係団体

と連携して、畜産ビジョンを策定

する。 

      (ⅱ) 畜産ビジョンに基づく各種事業

を甲及び関係町村と連携して実

施することとし、甲及び関係町村

と協議の上、必要な費用を負担す

る。 

（以下略） 

 

する。 

        ｂ 役割分担 

(a)  甲の役割 

      (ⅰ) 畜産ビジョンの策定に要する経

費を負担し、乙、関係町村及び畜

産関係団体と連携して、畜産ビ

ジョンを策定する。 

      (ⅱ) 畜産ビジョンに基づく各種事業

を乙及び関係町村と連携して実

施することとし、乙及び関係町村

と協議の上、必要な費用を負担す

る。 

(b)  乙の役割 

      (ⅰ) 甲、関係町村及び畜産関係団体

と連携して、畜産ビジョンを策定

する。 

      (ⅱ) 畜産ビジョンに基づく各種事業

を甲及び関係町村と連携して実

施することとし、甲及び関係町村

と協議の上、必要な費用を負担す

る。 

（以下略） 

 

 

 

 

 

 

 

 


